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千葉県における「ＰＲＴＲデータ（化学物質の排出量等）の県民への情報

提供の充実」及び「平成１５年度ＰＲＴＲデータの集計結果」について

平成１７年 ９月２６日

環境生活部環境政策課

電話 043-223-4665

私たちは、意識するしないにかかわらず、日常の生活や事業活動において多

くの化学物質を利用しています。このうち有害性のある化学物質の環境中への

排出量等を集計した、いわゆる 「ＰＲＴＲデータ」を県民に提供し、化学物、

「千葉県化学物質に関する県民への理解を促進するため、千葉県では独自に、

質排出量等（ＰＲＴＲデータ）検索システム 「千葉県版ＰＲＴＲデータ県民」、

本日から県のガイドブック」を作成し、多くの方に活用していただけるよう、

。ホームページ上で情報提供を開始します

「平成１５年度のＰＲＴＲデータの集計結果」また、ＰＲＴＲ法 に基づく＊

がまとまりましたので公表します。

「 」＊ ＰＲＴＲ法 ： 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律

ＰＲＴＲ ： Ｐollutant Ｒelease and Ｔransfer Ｒegister（化学物質排出移動量届出制度）

１．県民の皆様に向けた情報提供の充実

県民の皆様へ知りたい情報をより分かりやすく提供することを目指し、(1)「千

葉県化学物質排出量等（ＰＲＴＲデータ）検索システム 、(2)「千葉県版ＰＲＴ」

Ｒデータ県民ガイドブック」を作成し、ＰＲＴＲデータの市町村別データの地図

表示やデータ検索、ＰＲＴＲ制度の解説などの情報を提供します。これらの情報

は、すべてホームページで閲覧、ダウンロードすることができますのでご利用く

ださい。

(1) （別添参照）千葉県化学物質排出量等（ＰＲＴＲデータ）検索システム

千葉県のＰＲＴＲデータ集計結果を物質別・市区町村別にまとめ、地図で視覚

的に分かりやすい情報を提供すること。また、情報の受け手が集計結果を様々な

情報として加工することをより簡易にするためのシステムです。

《主な機能》

○ 地図表示機能（市区町村別集計結果を色分けし地図上に表示する）

○ 検索機能（データ年度、物質を条件に検索し、データを表示する）

（ ）○ データ表示機能 地図上の市区町村上にﾎﾟｲﾝﾀを重ねると排出量等を表示する

○ 集計表表示機能（指定した年度、物質に関する市区町村別集計表を表示する）

○ データダウンロード機能（条件指定した集計表をダウンロードする）
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(2) （別添参照）千葉県版ＰＲＴＲデータ県民ガイドブック

ＰＲＴＲ制度によって知ることができる化学物質の排出・移動情報を読み解い

て、化学物質に関する理解を深めるために、千葉県の平成１５年度集計結果デー

タを基に作成したガイドブックです。

《主な内容》

○ 暮らしと化学物質の関り

○ ＰＲＴＲ制度の解説とＰＲＴＲデータの入手方法

○ 千葉県の平成１５年度ＰＲＴＲデータの概要

○ ＰＲＴＲデータの利用方法

○ 化学物質による環境汚染を減らすための取り組み

２．平成１５年度ＰＲＴＲデータの集計結果報告書の概要

集計結果報告書(1)

千葉県における平成１５年度ＰＲＴＲデータを地域・業種・経年別等などの形

態に集計し、化学物質の排出・移動量の状況や特徴を理解し易いよう集計してい

ます。主な内容として、ＰＲＴＲ制度の概要や平成１５年度の集計結果の概要、

ＰＲＴＲデータの経年変化などの詳細な解析であり、この情報についてもホーム

ページで公開します。

制度の概要(2)

平成１１年７月に公布された「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管

理の改善の促進に関する法律 （化学物質排出把握管理促進法：いわゆる「ＰＲＴ」

Ｒ法 ）は、有害性のある化学物質の環境への排出量を把握することなどにより、」

化学物質を取り扱う事業者の自主的な管理の改善を促進し、化学物質による環境

の保全上の支障が生ずることを未然に防止することを目的として制定され、この

法律の中で化学物質排出移動量届出制度（ＰＲＴＲ制度）が導入されました。

ＰＲＴＲ制度の導入により、人の健康を損なうおそれ又は動植物の生息若しく

（ ）は生育に支障を及ぼすおそれのある３５４種類の化学物質 第一種指定化学物質

について、毎年度、事業者は環境への排出量や廃棄物に含まれての移動量を把握

して国へ届出を行い、国はその集計結果及び届出対象外の排出量の推計結果を公

表するとともに、国から届出データの通知を受けた県は、独自に集計・公表を行

うことができることとされています。

今回の集計結果は、国から通知された届出データを基に、千葉県において平

成１５年度に事業者が把握した排出量・移動量について、平成１６年４月１日か

ら６月３０日までの間に行われた届出を取りまとめたものであり、法施行後、 第

３回目に公表するものです （国は平成１７年３月１８日に公表済）。

なお、個別の事業所から届出のあった排出量等のデータについては、誰でも国

に対し開示請求を行うことができます。
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届出対象事業者」対象化学物質を取り扱っている事業者のうち、従業員数「

が２１人以上の製造業など２３業種で年間取扱量１トン

以上（特定第一種指定化学物質は年間取扱量０．５トン

以上）の事業所等一定要件に該当するものです （平成。

１４年度までは年間取扱量５トン以上）

届出排出量」生産工程などから排ガスや排水などの含まれて環境中に排出「

される化学物質の量で①大気、②公共用水域、③事業所にお

ける土壌、④事業所における埋立処分に分けられます。

届出移動量」①下水道、②事業所の外への移動に分けられます。事業所の「

外への移動とは具体的には産業廃棄物処理業者に処理を委託

した産業廃棄物に含まれる量が該当します。

届出外排出量」国が推計を行うもので、対象業種のうち届出対象要件に満「

たない、事業所からの排出量、非対象業種からの排出量、

家庭からの排出量、自動車などの移動体からの排出量に区

分され集計されます。

集計結果(3)

届出排出量・移動量（届出値）ア．

：平成１５年度は１，４５７事業所で、前年度１，１８２と比べ○ 届出事業所数

て２７５増加（全国の３．５％：全国４１，０７９事業所）

○ ： 平成１５年度は約１０千トンで、前年度約１１千トンと比べて届出排出量

約１千トンの減少（全国の３．４％：全国約２９１千トン）

○ ： 平成１５年度は約１３千トンで、前年度約１１千トンと比べて届出移動量

約２千トンの増加（全国の５．４％：全国約２４０千トン）

〔 〕解説

届出事業所数

届出対象事業所数の増加は、対象化学物質の取扱量要件が５トン以上から１

トン以上になったことにより、主に、自動車整備業の届出件数が１８８件増

加したことによります。

届出排出量

象事業所の取扱量要件が変更されたことから、前年度の結果と単純に比対

較して排出量の減少を評価することはできませんが、届出事業所数が増加

する一方で環境中への排出量は前年度より若干減少していることから、事

業者による化学物質管理の改善が進んでいるものと思われます。
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届出外排出量（推計値）イ．

：平成１５年度は約１４千トンで、前年度約２１千トンと比べて○ 届出外排出量

約７千トンの減少（全国の４．１％：全国約３４２千トン）

〔 〕解説

届出外排出量は昨年度に比べて大きく減少しましたが、これは国による推計

方法の見直しによる影響が大きいと考えられます （排出係数の修正等）。

届出排出量と届出外排出量の推計値の合計ウ．

、 （ ．県内の届出排出量と届出外排出量の推計値の合計は 約２４千トン 全国の３

８％：全国約６３２千トン）で、前年度約３２千トンと比べて約８千トン減少し

ました。排出量の多い上位５物質は、 ①トルエン、②キシレン、③1,3-ジクロロ

プロペン（Ｄ－Ｄ 、④直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩、⑤エチルベ）

ンゼンでした。

全国及び都道府県別の集計結果等は、環境省及び経済産業省のホームペ〔参考〕

ージに掲載されています。

千葉県ホームページ

http://www.pref.chiba.jp/

千葉県環境生活部環境政策課ホームページ

http://www.pref.chiba.jp/syozoku/e_kansei/kagaku/kagaku.html

環境省ホームページ

http://www.env.go.jp/chemi/prtr/result/index.html

経済産業省ホームページ

http://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/law/kouhyo.htm
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《参考》千葉県の集計結果の特徴

１．全国における千葉県の位置付け

(1)届出排出量・移動量

①届出事業所数

、 、 、平成１５年度の届出事業所数の上位１０都道府県は上位より 愛知県 北海道

大阪府、神奈川県、兵庫県、埼玉県、静岡県、東京都、千葉県、福岡県となり、

。 。千葉県は全国９位の届出事業所数となります なお平成１４年度は１０位でした

② 届出排出量

平成１５年度届出排出量の上位１０都道府県は上位より、愛知県、静岡県、埼

玉県、茨城県、広島県、神奈川県、秋田県、兵庫県、岐阜県、千葉県となり、千

葉県は全国１０位の届出排出量となります。なお平成１４年度は８位でした。

③ 届出移動量

平成１５年度の届出移動量の上位１０都道府県は上位より、山口県、兵庫県、

愛知県、岡山県、大阪府、千葉県、神奈川県、茨城県、埼玉県、福島県となり、

千葉県は全国６位の移動量となります。なお、平成１４年度は５位でした。

(2)届出外排出量の推計値

①届出外排出量の推計値

、 、 、平成１５年度の届出外排出量の上位１０都道府県は上位より 東京都 愛知県

大阪府、北海道、神奈川県、埼玉県、千葉県、福岡県、静岡県、茨城県となり、

千葉県は全国７位の排出量となります。

②届出排出量と届出外排出量の推計値の合計

平成１５年度の届出排出量と届出外排出量の合計の上位１０都道府県は上位よ

り、愛知県、静岡県、東京都、埼玉県、大阪府、神奈川県、茨城県、北海道、千

葉県、福岡県となり、千葉県は全国９位の排出量となります。

２．排出量・移動量の届出状況

、 ， 。 、平成１５年度は 県内で１ ４５７件の事業所からの届出がありました なお

市町村別、業種別の届出状況は以下のとおりです。

市町村別届出数では、千葉市（２２７件 、市原市（１５４件 、船橋市（８５） ）

件 、市川市（７２件 、松戸市（６１件 、柏市（６１件）でこれら上位６市で全） ） ）

体の４５％を占めています。業種別では、燃料小売業（５８２件）が全体の４０

％を占めており、次いで自動車整備業（１９０件 、化学工業（１２８件）の順と）

なっています。特に、自動車整備業は取扱量要件が１トンになったことから、昨

年度の２件から大幅に増加したのが今回の特徴です。

〈平成１５年ＰＲＴＲデータ集計結果報告書Ｐ９、１１〉
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３．事業所の届出排出量・移動量の多い物質

(1)届出排出量・移動量の合計

平成１５年度の届出排出量・移動量の合計は２３，４１３トンです。上位１０

物質の合計は１８，０６９トンで全体の７７％となります。物質的にみるとトル

エンが最も多く、８，０４３トンで届出量全体の３４％を占めています。

また、届出排出量の内訳では、大気への排出量が９，８１３トン、公共用水域

への排出量が４２２トン、事業所内の土壌への排出量が０．００９トン、事業所

内の埋立処分による排出量が１５トンとなっており、大気への排出量が総届出排

出量の９６％を占めています。

〈平成１５年ＰＲＴＲデータ集計結果報告書Ｐ１３、１４、５５〉

〈主な、化学物質の対象業種・地域における特徴については平成１５年ＰＲ

ＴＲデータ集計結果報告書Ｐ２２～２６、３６～３８に記載しています 〉。
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(2)届出排出量

， 。 、平成１５年度の届出排出量は１０ ２５０トンです 上位１０物質の合計は８

。 、 ，８９７トンで全体の８７％となります 物質的にみるとトルエンが最も多く ４

７０６トンで届出排出量全体の４６％を占めています。

〈平成１５年ＰＲＴＲデータ集計結果報告書Ｐ１５、５５〉
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４．業種別の届出排出量・移動量

(1)届出排出量・移動量の合計

届出排出量・移動量の多い上位１０業種の合計は２１，４９５トンで、全業種

の届出排出量・移動量合計の９２％となります。上位１０業種は以下のようにな

ってます。

①化学工業 〔１２，０５７トン〕②鉄鋼業〔２，１１２トン〕③金属製品製造業

〔１，８０５トン〕④出版・印刷・同関連産業〔１，４７６トン〕⑤その他の製

造業〔１，０９３トン〕⑥プラスチック製品製造業〔８４５トン〕⑦輸送用機械

器具製造業〔６２１トン〕⑧石油製品・石炭製品製造業〔５３６トン〕⑨電気機

械器具製造業〔４９０トン〕⑩一般機械器具製造業〔４６１トン〕

〈平成１５年ＰＲＴＲデータ集計結果報告書Ｐ３２、３３〉
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(2)届出排出量

届出排出量の多い上位１０業種の合計は９，１６７トンで、全業種の届出排出

量の８９％となります。上位１０業種は以下のようになってます。

①化学工業 〔３、４９３トン〕②出版・印刷・同関連産業〔１，１８８トン〕③

金属製品製造業〔９８８トン〕④鉄鋼業〔９０９トン〕⑤その他の製造業〔８７

１トン〕⑥輸送用機械器具製造業〔５２４トン〕⑦プラスチック製品製造業〔４

２８トン ⑧一般機械器具製造業 ３１８トン ⑨石油製品・石炭製品製造業 ２〕 〔 〕 〔

５３トン〕⑩電気機械器具製造業〔１９７トン〕

〈平成１５年ＰＲＴＲデータ集計結果報告書Ｐ３２、３４〉

合計：10,250ﾄﾝ/年

図 届出排出量上位１０業種
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(3)上位５業種の特徴

① 化学工業の届出排出量・移動量の主な物質

届出排出量・移動量の上位物質はトルエン〔当該業種内比２８．４％ 、１，４〕

〔 ． 〕、 〔 ． 〕、 〔 ．－ジオキサン 同２３ １％ 塩化メチレン 同７ １％ 酢酸ビニル 同５

〕、 〔 ． 〕、 〔 ． 〕、 〔 ． 〕、６％ スチレン 同４ ４％ キシレン 同３ ９％ ベンゼン 同３ ２％

クロロホルム〔同３．１％ 、エチルベンゼン〔同２．８％〕となります。上位物〕

質のうちトルエンは全業種の届出排出量・移動量の４２％、１，４ージオキサン

は同１００％、塩化メチレンは同５５％、酢酸ビニルは同９７％スチレンは同７

７％、キシレンは同２４％、ベンゼンは同８６％、クロロホルムは同９７％、エ

チルベンゼンは同４６％を化学工業が占めています。

〈平成１５年ＰＲＴＲデータ集計結果報告書Ｐ３６〉

② 鉄鋼業の届出排出量・移動量の主な物質

届出排出量・移動量の上位物質はマンガンその化合物〔当該業種内比２５．５

％ トルエン 同２２ ８％ キシレン 同１３ ９％ 鉛及びその化合物 同〕、 〔 ． 〕、 〔 ． 〕、 〔

１１ ７％ ニッケル化合物 同５ ８％ クロム及び３価クロム化合物 同． 〕、 〔 ． 〕、 〔

５．４％〕となります。上位物質のうちマンガン及びその化合物は全業種の届出

排出量・移動量の８４％、トルエンは同６％、キシレンは同１５％、鉛及びその

化合物は同６５％、ニッケル化合物は同５７％、クロム及び３価クロム化合物は

同７３％を鉄鋼業が占めいてます。

〈平成１５年ＰＲＴＲデータ集計結果報告書Ｐ３７〉

③ 金属製品製造業の届出排出量・移動量の主な物質

届出排出量・移動量の上位物質はキシレン〔当該業種内比２５．３％ 、トルエ〕

ン〔同２１．１％ 、亜鉛の水溶性化合物〔同２０．９％ 、エチルベンゼン〔同〕 〕

６．９％ 、トリクロロエチレン〔同４．２％〕となります。上位物質のうち亜鉛〕

の水溶性化合物は全業種の届出排出量・移動量の７９％、トリクロロエチレンは

同４１％を金属製品製造業が占めています。

〈平成１５年ＰＲＴＲデータ集計結果報告書Ｐ３７〉

④ 出版・印刷・同関連産業の届出排出量・移動量の主な物質

届出排出量・移動量の上位物質はトルエン 当該業種内比９６％ キシレン 同〔 〕、 〔

１．５％〕となります。上位物質のうちトルエンは全業種の届出排出量・移動量

の１８％を出版・印刷・同関連産業が占めています。

〈平成１５年ＰＲＴＲデータ集計結果報告書Ｐ３８〉

⑤ その他の製造業の届出排出量・移動量の主な物質

届出排出量・移動量の上位物質はトルエン〔当該業種内比７７．９％ 、塩化メ〕

チレン〔同１４．５％ 、キシレン〔同５％〕となります。〕

〈平成１５年ＰＲＴＲデータ集計結果報告書Ｐ３８〉



- 12 -

５．届出外排出量の推計結果

届出外排出量は千葉県全体で１３，７７３トン／年で、そのうち移動体
からの排出が最も多く、全体の３５％を占めており、４，７７６トンの排

。 ， （ ）、 ，出量があります 続いて非対象業種が４ ４４３トン ３２％ 家庭が３
０２３トン（２２％）対象業種が１，５３２トン（１１％）となっていま
す。
〈平成１５年ＰＲＴＲデータ集計結果報告書Ｐ４０〉
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６．届出排出量と届出外排出量の合計

(1)届出排出量と届出外排出量の構成

① 届出排出量と届出外排出量の合計

千葉県全体で１０，２５０トン／年の届出排出量、１３，７７３トン／年の届

出外排出量があり、合計で２４，０２３トン／年の排出量がありました。その内

訳は以下のようになってます。

・対象業種からの届出排出量 〔１０，２５０トン〕

・対象業種からの届出外排出量＊の推計値〔 １，５３２トン〕

・非対象業種からの届出外排出量の推計値〔 ４，４４３トン〕

・家庭からの届出外排出量の推計値 〔 ３，０２３トン〕

・移動体からの届出外排出量の推計値 〔 ４，７７６トン〕

、 、 （ 、＊届出対象業種に含まれるが 従業員 年間取扱量が一定規模 従業員：２１人

年間取扱量：１トン）未満の事業所からの排出推計値

対象業種からの届出排出量を媒体別にみると、大気への排出量が最も多く、９

５．７％を占めています。届出排出量上位２物質であるトルエン、キシレンは溶

剤として大量に使用されるとともに、自動車などの排気ガスや家庭で使用される

塗料や接着剤、殺虫剤などを使用する際などに含まれています。このような用途

でトルエン、キシレンが利用される場合は大気中へ排出されるので、届出外排出

量を媒体別にみても届出排出量と同様に、大気への排出量が最も多くなることが

推測されます。

〈平成１５年ＰＲＴＲデータ集計結果報告書Ｐ４４〉

図 届出排出量と届出外排出量の合計 合計２４，０２３トン／年
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② 届出排出量と届出外排出量の合計における上位物質

最も排出量が多かった物質はトルエンで７，１２８トンあります。上位１０物

質は以下のようになってます。

(a)トルエン〔７，１２８トン 、(b)キシレン〔３，２９０トン 、(c)１，３ージ〕 〕

クロロプロペン（Ｄ－Ｄ 〔１，６８３トン 、(d)直鎖アルキルベンゼンスルホン） 〕

酸及びその塩 １ ００９トン (e)エチルベンゼン ９３８トン (f)ポリ オ〔 ， 〕、 〔 〕、 （

キシエチレン）＝アルキルエーテル〔９２１トン 、(g)塩化メチレン〔９１０ト〕

ン 、(h)ｐ－ジクロロベンゼン〔８９１トン 、(i)ベンゼン〔７９５トン 、(j)〕 〕 〕

酢酸ビニル〔６８８トン〕

酢酸ビニル、塩化メチレンは合計がほぼ届出排出量となってます。一方、主に

家庭や非対象業種から排出されている１，３ージクロロプロペン（Ｄ－Ｄ 、直鎖）

アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩、ポリ（オキシエチレン）＝アルキルエ

ーテル、ｐ－ジクロロベンゼンは届出と届出外排出量合計がほぼ届出外排出量と

なっています。１，３ージクロロプロペン（Ｄ－Ｄ）は主に土壌中の害虫防除に

使用される農薬で土壌に排出され、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩

は、約８割が家庭の洗濯用洗剤、約２割がクリーニングや厨房、車両洗浄などの

業務用洗浄として使用され、主に河川などに排出されています。またポリ（オキ

シエチレン）＝アルキルエーテルも家庭の台所用及び洗濯用洗剤として使われる

とともに、業務用にも使われ、主に河川などに排出されています。

〈平成１５年ＰＲＴＲデータ集計結果報告書Ｐ４５〉
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(2)特定第一種指定化学物質の届出排出量と届出外排出量の合計

発がん性が認められる物質として指定されている１２物質の特定第一種指定化

学物質の千葉県における届出排出量と届出外排出量の合計が多かった上位５物質

は以下のようになっています。

①ベンゼン〔７９５．４トン〕

合成原料、溶剤に用いられる他、自動車などの排出ガスに含まれます。

②塩化ビニル〔２３．９トン〕

合成樹脂の原料などに用いられます。

③エチレンオキシド〔２０．１トン〕

有機合成原料、くん蒸剤、殺菌剤などに用いられます。

④ニッケル化合物〔８．０トン〕

特殊鋼材、メッキ、触媒などに用いられます。

⑤６価クロム化合物〔０．５トン〕

メッキ、触媒、顔料、表面処理剤などに用いられます。

＊焼却施設などから非意図的に生成されるダイオキシン類の合計は３７ｇーＴＥ

Ｑ／年です。

〈平成１５年ＰＲＴＲデータ集計結果報告書Ｐ４６〉



- 16 -

７．その他

(1)地域別の届出排出量・移動量の集計結果

千葉県を１２の地域に区分した地域別の届出排出量・移動量の集計結果

や排出量・移動量合計上位物質については、 平成１５年ＰＲＴＲデー別添「

タ集計結果報告書」のＰ２８、３０．３１に記載してあります。

(2)平成１３年度、１４年度データとの比較

平成１５年ＰＲＴＲデータ集計結果報告書」のＰ４７～６４に詳しく記「

載してあります。



- 17 -

（別紙１）

表 市区町村別届出排出量・移動量（ｋｇ/年）

大気 公共用水域 土壌 埋立 合計 廃棄物 下水道 合計 合計 割合
千葉市 227 652,254 74,385 0 14,324 740,962 805,958 1,302 807,260 1,548,223 6.6%
　千葉市中央区 61 172,064 43,682 0 14,324 230,069 196,435 1,012 197,447 427,516 1.8%
　千葉市花見川区 30 48,231 42 0 0 48,273 24,340 0 24,340 72,613 0.3%
　千葉市稲毛区 32 279,745 0 0 0 279,745 55,955 0 55,955 335,700 1.4%
　千葉市若葉区 33 9,157 161 0 0 9,318 11,030 0 11,030 20,348 0.1%
　千葉市緑区 24 8,287 0 0 0 8,287 23,592 0 23,592 31,880 0.1%
　千葉市美浜区 47 134,770 30,500 0 0 165,270 494,606 290 494,896 660,166 2.8%
銚子市 13 107 1,222 0 0 1,329 4,830 6 4,836 6,165 0.0%
市川市 72 536,891 39,054 0 0 575,945 821,313 11 821,324 1,397,269 6.0%
船橋市 85 895,590 19,845 0 0 915,435 498,267 490 498,757 1,414,193 6.0%
館山市 15 3,318 151 0 0 3,469 149,390 0 149,390 152,859 0.7%
木更津市 42 33,311 2,866 0 0 36,177 77,406 0 77,406 113,583 0.5%
松戸市 61 159,795 1,569 0 0 161,364 81,413 1,100 82,513 243,877 1.0%
野田市 47 316,361 3,789 9 0 320,159 293,557 0 293,557 613,716 2.6%
佐原市 11 139 425 0 0 564 5,800 0 5,800 6,364 0.0%
茂原市 34 10,981 14,749 0 0 25,730 201,368 1 201,369 227,098 1.0%
成田市 42 63,775 5 0 0 63,780 88,731 8 88,740 152,520 0.7%
佐倉市 46 101,806 0 0 250 102,056 143,460 366 143,826 245,882 1.1%
東金市 26 49,720 879 0 0 50,599 200,675 0 200,675 251,273 1.1%
八日市場市 12 697,199 17 0 0 697,216 76,646 0 76,646 773,862 3.3%
旭市 17 26,804 133 0 0 26,937 16,356 0 16,356 43,293 0.2%
習志野市 31 167,766 17,166 0 0 184,932 69,409 220 69,629 254,561 1.1%
柏市 61 387,983 1,122 0 0 389,106 169,442 2,090 171,532 560,638 2.4%
勝浦市 3 9,776 0 0 0 9,776 820 0 820 10,596 0.0%
市原市 154 3,378,050 185,263 0 0 3,563,313 3,911,791 75 3,911,866 7,475,178 31.9%
流山市 19 4,844 7 0 0 4,851 8,880 0 8,880 13,731 0.1%
八千代市 38 456,627 142 0 0 456,769 792,743 0 792,743 1,249,512 5.3%
我孫子市 18 7,044 17,834 0 0 24,878 3,179 0 3,179 28,057 0.1%
鴨川市 11 250 95 0 0 345 0 0 0 346 0.0%
鎌ケ谷市 13 4,802 0 0 0 4,802 5,499 0 5,499 10,301 0.0%
君津市 39 234,447 1,263 0 0 235,709 569,630 0 569,630 805,340 3.4%
富津市 11 19,906 7,919 0 0 27,825 1,400 0 1,400 29,225 0.1%
浦安市 16 13,492 0 0 0 13,492 11,189 10 11,199 24,691 0.1%

排出量・移動量合計
市区町村名 届出数

届出排出量 届出移動量
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大気 公共用水域 土壌 埋立 合計 廃棄物 下水道 合計 合計 割合
四街道市 17 867 0 0 0 867 2,601 0 2,601 3,468 0.0%
袖ケ浦市 42 128,525 29,885 0 0 158,410 692,856 0 692,856 851,266 3.6%
八街市 13 15,708 5 0 0 15,714 4,802 0 4,802 20,516 0.1%
印西市 12 55,573 0 0 0 55,573 6,200 0 6,200 61,773 0.3%
白井市 25 153,163 0 0 0 153,163 120,006 110 120,117 273,279 1.2%
富里市 16 2,395 2 0 0 2,396 18,590 0 18,590 20,986 0.1%
東葛飾郡沼南町 11 104,897 3 0 0 104,900 36,240 0 36,240 141,140 0.6%
印旛郡酒々井町 8 284 32 0 0 316 2,800 0 2,800 3,116 0.0%
印旛郡印旛村 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
印旛郡本埜村 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
印旛郡栄町 3 61 130 0 0 191 9 21 30 221 0.0%
香取郡下総町 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
香取郡神崎町 3 14,100 4 0 0 14,104 20,102 0 20,102 34,206 0.1%
香取郡大栄町 8 67,640 0 0 0 67,640 40,215 0 40,215 107,855 0.5%
香取郡小見川町 4 26 167 0 0 193 0 0 0 193 0.0%
香取郡山田町 3 76 0 0 0 76 0 0 0 76 0.0%
香取郡栗源町 1 130,000 0 0 0 130,000 39,000 0 39,000 169,000 0.7%
香取郡多古町 5 12,585 22 0 0 12,607 2,394 0 2,394 15,001 0.1%
香取郡干潟町 6 603,215 154 0 0 603,369 161,755 0 161,755 765,125 3.3%
香取郡東庄町 3 47,330 0 0 0 47,330 2,841,571 0 2,841,571 2,888,901 12.3%
海上郡海上町 3 62 30 0 0 91 1,944 0 1,944 2,035 0.0%
海上郡飯岡町 1 48 0 0 0 48 0 0 0 48 0.0%
匝瑳郡光町 1 41 0 0 0 41 0 0 0 41 0.0%
匝瑳郡野栄町 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
山武郡大網白里町 8 2,542 377 0 0 2,919 1,800 0 1,800 4,719 0.0%
山武郡九十九里町 4 31,563 0 0 0 31,563 74,775 0 74,775 106,339 0.5%
山武郡成東町 11 50,734 4 0 0 50,738 23,215 0 23,215 73,953 0.3%
山武郡山武町 3 0 61 0 0 61 843 0 843 904 0.0%
山武郡蓮沼村 1 3,900 0 0 0 3,900 0 0 0 3,900 0.0%
山武郡松尾町 6 23,484 0 0 0 23,484 14,025 0 14,025 37,509 0.2%
山武郡横芝町 7 20,015 0 0 0 20,015 1,326 0 1,326 21,340 0.1%
山武郡芝山町 7 53,700 1,100 0 0 54,800 17,828 0 17,828 72,628 0.3%
長生郡一宮町 3 36 23 0 0 59 434 0 434 493 0.0%
長生郡睦沢町 2 58 53 0 0 111 0 0 0 111 0.0%
長生郡長生村 8 3,999 78 0 0 4,077 11,161 0 11,161 15,238 0.1%
長生郡白子町 2 39 18 0 0 57 37 0 37 94 0.0%
長生郡長柄町 4 40 0 0 0 40 520 0 520 560 0.0%
長生郡長南町 5 13,100 0 0 0 13,100 1,400 0 1,400 14,500 0.1%
夷隅郡大多喜町 6 21 0 0 0 21 1,360 0 1,360 1,381 0.0%
夷隅郡夷隅町 7 5,201 281 0 0 5,482 6,587 0 6,587 12,069 0.1%
夷隅郡御宿町 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
夷隅郡大原町 3 78 4 0 0 83 0 0 0 83 0.0%
夷隅郡岬町 5 21,080 0 0 0 21,080 520 0 520 21,600 0.1%
安房郡富浦町 3 0 16 0 0 16 0 0 0 16 0.0%
安房郡富山町 2 21 0 0 0 21 0 0 0 21 0.0%
安房郡鋸南町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
安房郡三芳村 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
安房郡白浜町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
安房郡千倉町 2 16 5 0 0 21 0 0 0 21 0.0%
安房郡丸山町 2 14,033 0 0 0 14,033 630 0 630 14,663 0.1%
安房郡和田町 1 19 0 0 0 19 0 0 0 19 0.0%
安房郡天津小湊町 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
合計 1,457 9,813,309 422,356 9 14,574 10,250,248 13,156,699 5,811 13,162,510 23,412,757 100.0%

移動量 排出量・移動量合計
市区町村名 届出数

排出量
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ＰＲＴＲデータの性格と取扱い上の留意点［参考１］

【ＰＲＴＲデータの概要（経済産業省・環境省）から】

①届出排出量・移動量の把握の限界

1) 対象化学物質の排出が想定される事業者が届出の対象とされておりますが、事業者の規模（従業員

数）や業種、さらに対象化学物質の取扱量が一定量以上などの要件を満たした事業者が届出を行うた

め、届け出られた排出量等が全ての事業者からの排出量等を網羅しているわけではありません。

2) 事業者が届け出た排出量等は、実測値に基づき算出する方法、物質収支により算出する方法、排出

係数を用いて算出する方法など、化学物質排出把握管理促進法施行規則で認められた方法のうち、事

業者が適当と判断した方法により把握されたものです。必ずしも実測値に基づくものではないため、

その精度には一定の限界があります （なお、届出値の有効数字は2桁としています ）。 。

②届出外排出量の把握の限界

1) 届出外排出量については、想定される主要な排出源を対象に国が推計を行っていますが、現時点で利

用可能な信頼できる知見が存在するもののみが対象となっており、全ての排出源を網羅したものとは

なっていません。

2) 届出外排出量については、現時点で利用な信頼できる知見に基づき推計を行っていますが、その精度

には一定の限界があります。また、排出源の種類により精度が異なることにも留意が必要です。

3) 届出外排出量については、現在、推計手法の改善を進めているところであり、推計手法の変更がおお

むね終了して安定するまでは、年度ごとの推計値を単純に比較することはできないことにも留意が必

要です。

③届出排出量・移動量と届出外排出量の比較の限界

同一化学物質に係る届出排出量・移動量と届出外排出量を比較する場合には、数値の精度に一定の

限界があること、数値の精度は排出源により様々であること、届出排出量・移動量と届出外排出量を

合わせても全ての排出源を網羅したものではないことにも留意が必要です。

④公表データによるリスク評価の限界

1) ＰＲＴＲで公表されるデータはあくまで排出量・移動量の集計値であり、環境中で人や動植物が実

際にさらされる化学物質の量（暴露量）ではありません。また、化学物質が人の健康や動植物に影響

を及ぼすおそれ（リスク）の大小を直接表すものでもありません。

2) 化学物質のリスクを評価するには、有害性の評価とともに暴露評価を実施することが必要です。Ｐ

ＲＴＲで公表される排出量・移動量の集計値のみで人の健康や動植物への影響を論じることはできま

せんが、少なくとも、排出量の多い物質や地域の特定等、問題点を把握することが可能であり、リス

ク評価、あるいはそのための暴露評価の出発点となり得るものです。

⑤排出量等の数値の記載方法

排出量等の単位については、原則として「千トン」又は「トン」を使用としています（ダイオキシ

ン類を除く ）が、有効数字の関係などによりその他の単位を使用しているものもあります。。

⑥その他

今回公表するデータは、平成１７年２月末日時点で都道府県及び関係省庁による確認を経て、経済産

業省・環境省が把握していたものです。その後、届出値の修正等により、個別事業所データに変更が

ある場合には、後日、ファイル記録事項（電子ファイル化され、開示対象となる個別事業所データ）

が修正される予定です。
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（別添資料）
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